
整理番号７ 一般社団法人静岡県バレーボール協会事務局の組織と運営細則

（目的）

第１条 一般法人法及び当法人定款に基づき、当法人の事務局運営に関する細則を定め、

公明で正大な法人運営を目指すものとする。

（組織）

第２条 事務局組織を次の通り定める。

事務局長 事務局次長（各地区事務局長）財務部長 財務部次長（各地区財務担当）

広報部長 広報副部長 事務局事務員 事務補助員

（運営）

第３条 事務局の運営について次のように定める。

２ 事務局長は常務理事として、地区を含めた事務局を総括し、当法人の事務を処理する。

また会務の調整役として会長・副会長・総会・理事会・三役会などの運営・情報共有を

図る。

３ 事務局次長は、地区協会において事務を総括し、会務の調整役を行う。また県事務局

長を補佐し、事務局長に事故あるときは事務局長補佐を選出しその職務を代行する。

４ 財務部長は、常務理事として、業務部・専門部・地区協会等の会計処理を総括し、当

法人の会計を事務執行する。

５ 財務部次長は、地区協会において財務を担当し、また財務部長を補佐する。

財務部長に事故あるときは財務部長補佐が職務を代行する。

６ 広報部長は、当法人の HPなどの広報活動を総括し、また個人情報保護の視点をもち

情報公開を推進する。

７ 広報部次長は、広報部長を補佐し、部長が事故ある時はその職務を代行する。

８ 事務局事務員は、当法人事務所にて、事務局長と連絡を密に当法人の事務全般を処理

する。別紙契約書により時間給を支払うこととする。時間外及び事務所外勤務時につい

ては、別紙契約書により手当てをすることとする。

９ 事務補助員は、主に Vリーグ関係事務を担当するとともに、事務局事務員を補佐し、

当法人の事務を分担処理する。この補助員には時間給他事務員に準じて支給する。

（旅費日当）

第 4条 当法人の主催する大会、講習会、練習会などに係る役員・補助役員の旅費日当を

別紙の通り定める。特別な事例の出費については事務局長が必要な責任者と相談し決定

する。

（財務指導員）

第５条 当法人の財務諸表作成のため、専門的知識を有する人材を有料で依頼できるもの

とする。



（事務局所在地）

第６条 事務局所在地は、（株）東レ三島殖産との契約で、長泉町中土狩 1111 秀峰寮２棟

に置く。

（株）東レ三島殖産への借料支払いは、契約により賃貸料・固定資産税・火災保険料を

年払いとする。

（経費）

第７条 事務局を運営するための経費は、予算・決算をもとに理事会で決定する。

（改廃）

第８条 この細則の改廃は、理事会において決定する。

附則 この細則は、当法人の登記が行われた日から施行する。



別紙１

（一社）静岡県バレーボール協会旅費規程

（目的）

第１条 この規程は、当法人が召集または派遣する会議、競技会、研修会その他の旅費等

に関することを定める。

（旅費）

第２条 当法人が旅行を命令した者に支給する旅費は次の表を基準とする。

区 分 支 給 額 備 考

交通費 実費支給 最寄りの JR、バスより算出

特急料金１ 実費支給(往復) 県内会議 19:00以降の場合

特急料金２ 実費支給(往復) 県外会議の場合

宿泊料 実費支給+夕食事代 ※1 夕食代：１，５００円

食事代１ 昼食代 1,000 円 (飲料水

付)
12:00をまたがる会議・研修会

食事代２ 夕食代 1,500 円 (飲料水

付)
19:00以降の会議・研修会

日 当 ２，０００円 競技会・会議・研修会

移動費 実費支給 派遣先が複数箇所ある場合

※１ 競技会宿泊費については、大会委員長が許可した役員について支給する。

※２ Web会議の場合は上記旅費日当の支給は行わない。通信費として、1日 1,000
円

を支給する。

（その他）

第３条 この規程に定めのない事項及びこの規程によりがたい事項については、当法人が

その都度決定し支給する。

第４条 理事会は、業務部・専門部の旅費等の支出について、その特殊性から独自な旅費

規定を認めることができる。

改定１．２０２５年４月１日より旅費・日当・食事代改定



雇用契約書（案） 別紙２

一般社団法人静岡県バレーボール協会（甲）と○○○○（乙）とは以下条件により雇用契約を締結する。

契約期間 ２０○○年○月○日～２０○○年○月○日までの 1年契約とする

区分 パートタイム □事務員 □事務補助員

契約の更新

１、契約更新の有無

□更新する場合がある □更新しない

２、更新する場合の、契約更新は以下により判断する

契約期間満了時業務量、勤務成績・態度、能力

従事している業務の進捗状況、その他（ ）

就業場所 （一社）静岡県バレーボール協会事務所 駿東郡長泉町中土狩 1111 三島殖産（株）秀峰寮内

業務内容 ・当法人の事務全般 ・V リーグ関係事務全般

就業時間 毎週（月・火・木・金）１０時～１５時 ただし祝日は休業日とする

休憩時間 労働時間が６時間を超える場合は４５分以上、８時間を超える場合は６０分以上とする

所定外労働

勤務時間外労働の有無 □あり □なし

休日労働の有無 □あり □なし

休日 定例日：毎週 水・土・日・祝日

休暇 労働基準法第３９条第３項及び施行規則第２４条の３に準ずる

賃金等

１、賃金 時給８８５円 ただし休日勤務は当法人および V機構の旅費規程に準ずる

２、交通費 本法人の交通費規定による

３、割増賃金率 労働基準法第３７条に準ずる

４、賃金締切日 毎月月末日

５、賃金支払日 毎月月初め

※但し、休日・祝日が連続する事により、これが難しい場合は、原則として休日及び祝日の前日

に支払う

６、昇給 理事会が定める

７、賞与 支給しない

８、退職金 支給しない

社会保険等

１、厚生年金 加入しない ２、雇用保険 加入する

３、健康保険 加入しない ４、労災保険 加入する

退職に関す

る事項

１、定年制 なし

２、自己都合退職の手続は、退職する１ヶ月以上前に届けること

３、当法人に意図的に甚大な損害をもたらした場合、法に従って解雇する

相談窓口

窓口① 静岡県バレーボール協会事務局長 連絡先：０５４－６２４－８１７０

窓口② 静岡県バレーボール協会専務理事 連絡先：０５３８－５８－０９４３

その他 記載のない事項については、理事会が定める

２０○○年４月１日

（甲）駿東郡長泉町中土狩 1111 三島殖産（株）秀峰寮内２棟２F

一般社団法人 静岡県バレーボール協会

会長 ㊞

（乙）住所：

氏名： ㊞


